
 

平成２０年３月２７日 

松山市長 中 村 時 広 

 

   松山市墓地等の経営等の許可申請の手続を定める要綱の制定について 

 松山市墓地等の経営等の許可申請の手続を定める要綱を次のように定める。 

記 

   松山市墓地等の経営等の許可申請の手続を定める要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，墓地，納骨堂又は火葬場（墓地，埋葬等に関する法律（昭和２３年法律第

４８号。以下「法」という。）に規定するものをいう。以下「墓地等」という。）の経営等の許

可の手続に関し法及び松山市墓地，埋葬等に関する施行細則（平成１２年規則第１号。以下「施

行細則」という。）その他法令に定めがあるもののほか，必要な事項を定めるものとする。 

（申請前の協議） 

第２条 法第１０条第１項に規定する墓地等の経営の許可及び法第１０条第２項に規定する墓地

等の変更の許可（以下「経営等許可」という。）を受けようとする者(以下，これらを「申請予

定者」という。)は，墓地等経営(変更)許可事前協議書（様式第１号）（以下「事前協議書」と

いう。)を市長に提出するものとする。 

２ 事前協議書には，施行細則第３条第２項各号（第５号を除く。）に掲げる書類及び次に掲げる

書類を添付するものとする。 

(1) 墓地等の計画図面 

(2) 公図の写し 

(3) 墓地等の経営に必要な管理運営計画を定めた書類 

(4) 墓地等を必要とする理由を記載した書類 

 (5) 墓地等予定地の境界に隣接する土地所有者の承諾書 

３ 市長は，第１項の規定による事前協議の内容が適当であると認めるときは,事前協議済書（様

式第２号）を申請予定者に交付するものとする。 

４ 事前協議済書の交付を受けた者が，協議した事項を変更しようとするときは，事前協議事項

変更届出書（様式第３号），当該変更に係る第２項各号に掲げる書類及び当該事前協議済書を市

長に提出するものとする。ただし，市長が軽微な変更であると認めるときはこの限りではない。 

（標識の設置等） 

第３条 前条の規定により事前協議済書の交付を受けた者は，当該墓地等の事業計画を周知する

ため，その概要を記載した標識を当該墓地等の敷地の外部から見やすい場所に設置し，第９条

に規定する工事完了検査の通知を受ける日まで設置するものとする。 

２ 前項の規定により標識を設置したときは，次に掲げる書類を添付して標識設置届（様式第４

号）を市長に提出するものとする。 

 (1)標識を設置した場所が明示された図面 

 (2)標識の設置の状況及び記載内容が分かる写真 

３ 申請予定者は，当該墓地等の事業計画の内容を変更した場合は，標識の内容を変更するとと



もに，その旨を市長に届けるものとする。 

（説明会の開催） 

第４条 申請予定者は，次に掲げる者に対し，説明会により当該墓地等の事業計画の概要を説明

するものとする。ただし，市長が特に認めたときはこの限りでない。  

(1) 墓地及び納骨堂にあってはその予定地の境界から２００メートル以内の区域にある住宅等

建物の所有者及び管理者（以下「近隣住民等」という。），火葬場にあっては４００メートル

以内の区域の近隣住民等 

(2) 墓地等予定地の境界に隣接する土地の所有者 

(3) 墓地等が経営されることにより，前２号に掲げる者と同程度の影響を受けると認められる

者 

２ 申請予定者は，前項の規定により説明会をしたときは，速やかに説明会報告書（様式第５号）

を市長に提出するものとする。 

３ 前項の報告書には，次に掲げる書類を添付するものとする。 

 (1) 説明会の会議記録等を記載した書類 

 (2) 説明会に出席した者の住所及び氏名 

 (3) 説明会で配布した資料 

（申請予定者の責務) 

第５条 申請予定者は，当該墓地等の事業計画について，第４条第１項に掲げる者から協議の申

出があったときは，これに誠実に応じるよう努めるものとする。 

２ 申請予定者は，前項の規定による協議を行ったときは，速やかに協議状況報告書（様式第６

号）にその協議の内容を記載した書類を添付して市長に提出するものとする。 

（工事施工通知） 

第６条 市長は，施行細則第３条に規定する墓地等経営（変更）許可申請書が提出されたときは,

法及び施行細則に基づきその内容を審査し,墓地等の事業計画について支障がないと認めたと

きは，当該申請者（以下「経営申請者」という。）に対し工事施工の通知をするものとする。 

  (工事着手届) 

第７条 経営申請者は，前条に規定する通知後，工事に着手したときは，速やかに工事着手届（様

式第７号）を市長に提出するものとする。 

（工事完了届） 

第８条 経営申請者は，工事が完了したときは，速やかに工事完了届（様式第８号）を市長に提

出するものとする。 

(工事完了検査等) 

第９条 市長は，前条に規定する工事完了届の提出を受けたときは，検査を行い，施行細則第５

条に定める基準に適合していると認めたときは，当該申請者に工事完了検査済の通知をするも

のとする。 

２ 前項に規定するもののほか，市長は，必要があると認めるときは，当該墓地等の工事につい

て臨時に検査を行うものとする。 

(経営等許可書の交付) 

第１０条 市長は，施行細則第３条に規定する墓地等の経営等許可をしたときは墓地等経営（変



更）許可書（様式第９号）を交付し，許可をしない場合にあっては，許可をしない理由を書面

に示し通知するものとする。 

２ 経営申請者は，経営等許可を受けた後でなければ，当該墓地等の使用を開始してはならな

い。 

 (委任) 

第１１条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，別に定める。 

付 則 

１ この要綱は，平成２０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際，現になされている申請については，なお従前の例による。 


